
 

各地域支え合い協議会の設置状況について 

 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、多様な

主体間の定期的な情報共有や、協働の場として、よこすか地域支え合い協議会と

各地域支え合い協議会を設置しています。 

各地域支え合い協議会は、概ね行政センター圏域に１か所の設置を目標とし

ながら、地域の実情に応じて柔軟に設置するものです。 

 

１ 設置経過について 

   

№ 名称 設置年月 備考 

①  大津地域支え合い協議会 平成 28年 12月  

②  追浜地域支え合い協議会 平成 29年２月  

③  田浦地域支え合い協議会 平成 29年 12月  

 ・船越座談会 令和２年 10月～ 地域別に座談会を 

あわせて開催 
 ・田浦座談会 

 ・長浦座談会 

④  浦賀地域支え合い協議会 平成 30年５月  

⑤  北下浦地域支え合い協議会 平成 31年３月  

⑥  久里浜地域支え合い協議会 平成 31年４月  

⑦  西海岸もりあげ隊 

（大楠地域支え合い協議会） 

令和３年４月  

 

２ 令和３年度以降の設置予定（案）について 

 

 

 

 

 

 

資料 ２ 
第１回 よこすか地域 

支え合い協議会 

令和３年７月 30日 

西地域

・武山地区

・長井地区

本庁地域

・本庁第一地区

・本庁第二地区

衣笠地域、逸見地域

・衣笠第一地区

・衣笠第二地区

・逸見地区



 

３ 共通事項 

各地域における第２層生活支援コーディネーター（以下、SC という）の配

置は次の表のとおりです。地域福祉課および地域包括支援センターに配置する

SCは、定期的な情報共有を行い、互いに連携しながら取り組みを推進します。 

住民相互の支え合いの地域づくりやサービスを提供する主体間との情報共

有・連携体制づくりを通じて、各地域支え合い協議会の支援を行い、高齢者の

社会参加の促進と生活支援・介護予防の地域資源の創出を一体的に支援します。 

 

地域 形態 配置 備考 

追浜 直営 地域福祉課 地域力推進係 

（福祉の総合相談窓口ほっとかん内） 

委託辞退のため

令和３年度から

市職員を配置 

田浦 

委託 

田浦・逸見地域包括支援センター 

（横須賀基督教社会館内） 

 

本庁 本庁第一地域包括支援センター 

（聖ヨゼフ病院内） 

 

本庁第二地域包括支援センター 

（三春コミュニティセンター内） 

 

大津 大津地域包括支援センター 

（シャローム内） 

 

浦賀 浦賀地域包括支援センター 

（太陽の家 浦賀内） 

 

久里浜 久里浜地域包括支援センター 

（衣笠病院長瀬ケアセンター内） 

 

北下浦 北下浦地域包括支援センター 

（横須賀老人ホーム内） 

 

西 西第一地域包括支援センター 

（横須賀椿園内） 

 

西第二地域包括支援センター 

（横須賀愛光園内） 

 

 


